
高知県障害者計画等策定委託業務仕様書

１  業務目的
高知県が策定した、障害者施策に関する基本的な方向性等を示す「高知県障害者計画」において、第３期の計画期間が令和５年度から令和11年度までとなっており、中間年度となる令和８年度において計画の見直しを行うことで、現状にあわせた高知県障害者計画の修正を行うとともに、障害者施策のさらなる充実を図る。
また、「高知県障害福祉計画・障害児福祉計画」において、現行計画が令和８年度末で満了することから、障害当事者や家族、障害福祉サービスを提供する事業所等に対するアンケート調査やヒアリングを行い、次期計画を策定することで、障害福祉サービス等の提供体制の整備を図る。

２　業務内容
（１）障害者計画の見直し及び障害福祉計画・障害児福祉計画策定の基礎資料とするため、障害当事者と家族等を対象とした「障害(児)者等アンケート調査（仮）」の調査票印刷・調査実施・調査票回収・調査票集計・結果分析を行う。
（２）障害福祉計画・障害児福祉計画策定の基礎資料とするため、障害福祉サービス事業者を対象とした「障害福祉サービス事業者アンケート調査（仮）」の調査票印刷・調査実施・調査票回収・調査票集計・結果分析を行う。
（３）障害者計画の見直し及び障害福祉計画・障害児福祉計画策定の基礎資料とするため、県民を対象とした「県民意識調査」の対象者抽出・調査票印刷・調査実施・調査票回収・調査票集計・結果分析を行う。
（４）県の障害（児）者支援を実施している障害者団体に対して、県とともにヒアリング調査を実施し、結果分析を行う。
（５）（１）～（４）の調査結果及びヒアリングの報告書の作成を行う。
（６）計画策定支援業務
・県が主催する検討会議への出席及び会議資料・議事録作成を行うほか、計画策定において　　　専門的見地から技術的な助言・支援を行う。
・アンケート調査及び県が主催する検討会議等での意見をふまえた次期計画書（計画骨子案・本文）及び概要版計画書（小学生向け、中・高校生・一般向け）の作成を行う。
・パブリックコメント実施の支援
パブリックコメント用資料の作成、意見整理等を行う。
　　　　※（５）については、中間報告を１0月下旬までに県へ行うものとする。

３　調査関係業務に係る具体的内容
（１）「障害（児）者等アンケート調査（仮）」
 (
■設
 
問
 
数：約
30
問（副問含む）　　※１設問あたりの選択肢数：２～２０
■調査対象：２０，６００件程度　
県内の障害福祉サービス利用者、特別支援学校・特別支援学級に在籍する児童生徒（保護者）、障害のある未就学児童、精神科病院に入院・通院している者、精神障害者の家族、難病患者
)



①調査
　　　･調査項目の作成、調査票及び封筒の印刷。調査実施（配布）、調査票回収
※調査項目については、現行計画策定時の調査項目をベースに、必要な項目を県と協議の上、作成する。
※郵送による調査を基本としつつ、回答者が回答しやすい、また提出しやすい調査とするため、県電子申請システムでの回答も可能とする。なお、郵送での回答及びインターネットでの回答が難しい当事者等への合理的配慮を行うこと。
[bookmark: _GoBack]手話説明動画制作のため、手話通訳者への手数料を支払うこと。
※対象者については、県が指定する。
※電子申請システムへの登録は県が行う。
※送付数や回答見込みについては、県において設定する。
※障害福祉サービス利用者や特別支援学校・学級に在籍する児童生徒及び精神科病院に入院・通院している方については、事業所や学校、病院ごとに定員や利用者数分の調査票を送付し、回収することとする。
②集計、分析
・回答者・性別・年齢別・障害種別・等級等別・市町村別人数および割合並びに総計表
・基本項目（回答者・性別・年齢・市町村・居住場所・障害種別・等級・介助の要否など）別の各調査項目の回答人数および割合並びに総計表
・前回実施調査と同一項目に係る各調査項目回答者の割合対比
　　　・その他必要なクロス集計・分析
・意見（フリーアンサー）の全抽出
　　　・回答者の区分ごとの意見（フリーアンサー）の抽出
　　　・全体分析・解説
　　　・設問ごとの分析・解説
　　　・回答者の区分ごとの対比分析・解説
　　　・障害種別ごとの対比分析・解説
　　　・等級ごとの対比分析・解説
　　　・居住場所（在宅と入院・入所の違いによる分析・解説）
　　　・その他、必要が生じた内容
（２）「障害福祉サービス事業者アンケート調査（仮）」
 (
■設
 
問
 
数：約
15
問（副問含む）　　　※１設問あたりの選択肢数：２～１０
■調査対象：
500
件程度
)


①調査
　　　･調査項目の作成、調査票及び封筒の印刷。調査実施（配布）、調査票回収
※調査項目については、現行計画策定時の調査項目をベースに、必要な項目を県と協議の上、作成する。
※郵送による調査を基本としつつ、回答者が回答しやすい、また提出しやすい調査とするため、県電子申請システムでの回答も可能とする。
※対象者については、県が指定する。
※電子申請システムへの登録は県が行う。
②集計、分析
　　　・必要なクロス集計・分析
・意見（フリーアンサー）の全抽出
　　　・事業種別ごとの意見（フリーアンサー）の抽出
　　　・全体分析・解説
　　　・設問ごとの分析・解説
　　　・事業種別ごとの対比分析・解説
　　　・その他、必要が生じた内容
（３）　「県民意識調査」
 (
■設
 
問
 
数：約
20
問（副問含む）　　　※１設問あたりの選択肢数：２～１０
■調査対象：県民１，５００件程度
)


①調査
・調査対象者の抽出
（県から各市町村選挙管理委員会へ選挙人名簿の閲覧許可を依頼。受託者は名簿の閲覧、抽出を行う。）
・調査票及び封筒の印刷(調査項目は県が提示)、調査実施（配布）、調査票回収
※郵送による調査を基本としつつ、回答者が回答しやすい、また提出しやすい調査とするため、
県電子申請システムでの回答も可能とする。
②集計、分析
・性別・年齢別・市町村別人数および割合並びに総計表
　 ・年齢・市町村別の各調査項目の回答人数および割合並びに総計表
　　・年代ごと、性別ごとの対比分析・解説
　　・令和４年度実施調査と同一項目に係る各調査項目回答者の割合対比
　　・意見（フリーアンサー）の全抽出
　　・回答者の区分ごとの意見（フリーアンサー）の抽出
　　・全体分析・解説
　　・設問ごとの分析・解説
　　・その他、必要が生じた内容
（４）　障害者団体へのヒアリング調査の実施
・県の障害（児）者支援を実施している障害者団体に対して、県とともにヒアリング調査を実施すること。ヒアリング調査の実施にあたっては、ヒアリング項目をまとめたヒアリングシート（案）を作成すること。ヒアリング調査終了後、ヒアリング結果をとりまとめ、分析並びにヒアリング報告書を作成し、提出すること。なお、障害者団体数は１０団体程度を想定している。
※団体は県が指定する。
（５）（１）～（４）の調査及びヒアリング結果報告書の作成
・分析・報告書の基礎となる数表・意見等のEXCELファイル（ＣＤ－ＲＯＭ）での提供
（※ウィルスチェック済みのもの）
・報告書A４版白黒×３部（表紙及び仕切りページ色用紙使用）
（６）計画策定支援業務
　①　現状分析及び課題の抽出・整理
　　　・「障害（児）者等アンケート調査（仮）」、「障害福祉サービス事業者アンケート調査（仮）」、「県民意識調査」をはじめ、障害者福祉をめぐる法改正などの国・県の政策動向、その他、国・県が公表している統計調査･白書・年次報告等を活用し、県の障害（児）者を取り巻く現状分析及び課題を抽出、整理すること。
②　県が主催する検討会議・庁内会議等への出席及び会議資料・議事録作成
　　　・県が主催する検討会議（５回程度）への出席、会議資料・議事録を作成する。また、それらに付随する補助及び助言を行うものとする。また会議での協議結果をその後の作業に反映させること。
　　　　※会議の開催案内、委員の日程調整、会場確保、会議の進行等は県が行う。
　　　・次期計画等の概要説明に用いるスライド資料（紙媒体、電子データ）を作成すること。
　　　 ※会議資料等については、視覚障害者、知的障害者等に配慮し、テキストデータ化、文字の拡大、ルビ振りなどを行うこと。
	主な実施内容
	予定時期

	第１回障害者施策推進協議会
※基本的な考え方・方向性、計画構成案等を提示予定
	令和８年７月～８月

	第２回障害者施策推進協議会
※「障害（児）者等アンケート調査」「県民意識調査」について中間報告　※計画書素案を提示予定
	令和８年１１月

	第３回障害者施策推進協議会
	令和９年１月

	第４回障害者施策推進協議会
※計画最終案を提示予定
	令和９年２月


　














③　障害者計画書（改正版）の作成
・アンケート調査及び県が主催する検討会議等での意見、国の第５次障害者基本計画や障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針等をふまえ、施策の体系、重点施策（指標設定を含む）、推進していくための方策等を明確にしたうえで、県と協議しながら、現行の障害者計画の改正版を作成すること。素案は県が主催する検討会議等での審議や検討結果等に基づき、補修正を行うこと。
・県と協議のうえ、計画書（120ページ程度）の見直しを作成すること。
　　　・概要版（中・高校生向け・一般向け／12ページ程度）の作成。
　　　　※概要版計画書にはルビをふること。
　　　　※計画の見直しにあたっては、関係部局や関係団体へ現状と課題、今後の方向性等を確認する調査票を作成し、調査票の内容を反映すること。調査票の依頼、提出のとりまとめについては、県が行う。
④　障害福祉計画書・障害児福祉計画書の作成
・アンケート調査及び県が主催する検討会議等での意見、国の第５次障害者基本計画や障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針等をふまえ、施策の体系、重点施策（指標設定を含む）、推進していくための方策等を明確にしたうえで、県と協議しながら、計画書の素案を作成すること。素案は県が主催する検討会議等での審議や検討結果等に基づき、補修正を行うこと。
・県と協議のうえ、計画書（250ページ程度）の素案を作成すること。
　　　・概要版（中・高校生向け・一般向け／12ページ程度）の作成。
　　　　※概要版計画書にはルビをふること。
　  ※素案の作成にあたっては、関係部局や関係団体へ現状と課題、今後の方向性等を確認する調査票を作成し、調査票の内容を反映すること。調査票の依頼、提出のとりまとめについては、県が行う。
⑤　パブリックコメント実施の支援
・パブリックコメント用資料の作成、意見整理等を行う。
⑥　計画書等の納品
･計画書及び概要版計画書のWORDファイルおよびPDFファイル（いずれもＣＤ－ＲＯＭ）での提供
※ウィルスチェック済みのものとすること
※PDF形式は一括と分割形式を作成すること。
※ホームページ掲載用の音声コードの作成も行うこと。
　　　・各種計画書を紙打ち出しで各３部納品
　　　※留意点
　　　・計画の理念や数値などを視覚的に理解できるよう効果的に図表やイラストを適宜挿入するなど、
県民がより見やすく理解しやすいものとなるよう、工夫を凝らすこと。
・難解な専門用語等の多用は避け、やむを得ず難解な専門用語を用いる場合は用語集等を作
成すること。
　　　・アンケートの調査結果や検討会議等及びパブリックコメントで出された意見について、必要に応
じて計画に反映させること。
　　⑦　打ち合わせ
　　　・検討会議前等、必要に応じて打ち合わせを行うものとし、打ち合わせ終了後は、打ち合わせ内
容について記載した打ち合わせ記録簿を提出すること。なお、打ち合わせの場所は、原則として
高知県庁内とする。（状況によってはオンラインでの実施も可）
４　実施体制
　　業務の実施にあたっては、責任者を明確にし、事業が円滑に実施できる人員・体制を確保する
こと。


５　事業の実績報告
　　この事業が終了したとき、受託者は、次の成果物を含む業務完了報告書を作成し、県に提出しなければならない。
（１）委託業務の実施期間及び終了日
（２）実施した業務一覧
（３）業務の実績額（実施した業務の項目ごとに経費の内訳を示すこと）
６　その他留意事項
・制作した作品の著作権及び使用権は、すべて県に帰属するものとする。
・上記以外の事項については、県と協議のうえ決定するものとする。
